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訪問看護重要事項説明書 

【2025年4月1日改訂】 

 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口 

 

事業所名：やすらぎ訪問看護ステーション      TEL ：０６－６４８１－５５４１ 

受付担当      平村 浩子 

相談担当  管理者 川端 麻有 

 

 

２ 当事業所の概要 

（１）事業者の指定番号およびサービス提供地域 

 

 

 

 

 

 

（２）営業時間 

 

 

 

 

（３）職員体制 

 常  勤 非常勤 計 

管理者 １名 ０名 １名 

看護師 ２名 １名 ３名 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

 

３名 

 

０名 

 

３名 

 

（４）事業計画及び財務内容について  

事業計画及び財務内容については、当組合の定める定款並びに法定書類閲覧謄写等要領にそ

って閲覧することができます。 

 

３ 事業の目的、運営方針 

 

  ＜事業の目的＞ 

   主治医の指示により、患者様に対して、看護のサービスを提供し、在宅医療を行います。 

  ＜運営の方針＞ 

   利用者様の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。事業の実施に当たっては、人

員の確保、教育指導に努め、利用者様個々の主体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連

携のもと総合的なサービスの提供に努めます。 

事業所名 やすらぎ訪問看護ステーション 

所在地   兵庫県尼崎市長洲本通１丁目１６番１７号 

介護保険指定番号 訪問看護 （２８６３０９００９４号） 

サービス提供地域 尼崎市  

月曜日～土曜日 午前 ８：３０  ～  午後 ５：３０ 

休日 日曜日・年末年始（１２月３０日～１月３日） 
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４  提供するサービスの内容及び費用について 

（１） 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サ

ービス計画（ケアプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメ

ントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画

を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容 

① 病状・障害の観察  

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③ 食事および排泄等日常生活の世話 

④ 床ずれの予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア  

⑦ 認知症患者の看護  

⑧ 療養生活や介護方法の指導  

⑨ カテーテル等の管理  

⑩ その他医師の指示による医療処置 

（２） 看護職員の禁止行為  

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

（３） 提供するサービスの利用料、その他の費用について 

医療保険を利用する場合は原則として各種保険の自己負担金です。ただし、医療保険の給付の範囲

を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

① 訪問看護サービス利用料金[料金表－基本料金・通常時間]  その他のサービスの加算料金 

項目 料金 

訪問看護基本療養費Ⅰ 
５，５５０円／日（週3日まで） 

６，５５０円／日（週4日以降） 

訪問看護管理療養費１日目 ７，６７０円／日 

訪問看護管理療養費２ ２日目以降 ３，０００円／日 

２４時間対応体制加算 ６，５２０円／月 
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緊急訪問看護加算 
２，６５０円／日 

月１５日目以降 ２，０００円／日 

特別管理加算 
２，５００円／月 

５，０００円／月（重症度等の高い場合） 

難病等複数回訪問加算 
４，５００円／日（1日に2回） 

８，０００円／日（1日に3回以上） 

夜間・早朝訪問看護加算 ２，１００円／日 

深夜訪問看護加算 ４，２００円／日 

長時間訪問看護加算（90分超） ５，２００円／日 

退院支援指導加算 

６，０００円／回 

長時間指導行った場合 

８，４００円／回 

退院時共同指導加算 ８，０００円／回 

訪問看護医療DX情報活用加算 ５０円／月 

訪問看護情報提供療養費1.2.3 １，５００円／月 

訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ ２５，０００円／回 

※ 合計金額に１０円未満の端数が生じた場合は四捨五入する 

※ 夜間（午後6時から午後10時）早朝（午前6時から午前8時）深夜（午後10時から午前6時） 

※ 週４日目以降の訪問看護を利用できる方＝厚生労働大臣が定める疾患等  

末期の悪性腫瘍／多発性硬化症／重症筋無力症／スモン／筋萎縮性側索硬化症／脊髄小脳変性症／ハン

チント ン病／進行性筋ジストロフィー症／パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底

核変性症、パーキン ソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度

がⅡ度又はⅢ度のものに限る）） ／多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・

ドレーガー症候群）／プリオン病／亜急性硬 化性全脳炎／ライソゾーム病/副腎白質ジストロフィー/脊

髄性筋萎縮症/球脊髄性筋萎縮症/慢性炎症性脱髄性多 発神経炎/後天性免疫不全症候群／頚髄損傷又は

人工呼吸器を使用している状態 ／ライソゾーム病／副腎白質ジ ストロフィー／脊髄性筋萎縮症／球脊

髄性筋萎縮症／慢性炎症性脱髄性多発神経炎 左記以外でも、主治医から頻回の訪問看護が必要である旨

の特別訪問看護指示書の交付があった場合、交付日から14日以内は毎日利用可 

 

② その他の利用料 

死後の処置   ５，０００円（消費税込） 

③ 交通費 

片道５ｋｍ以上の訪問に対して、訪問１回あたり公共交通機関相当額をお支払いいただきます。 
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④ キャンセル料金 

キャンセル料はいただきません。ただし、担当者への連絡が必要ですので、キャンセルの場合は

至急ご連絡ください。 

（ 連絡先：やすらぎ訪問看護ステーション TEL  ０６－６４８１－５５４１ ） 

 

（４）料金の支払方法 

料金の支払方法は、１ヶ月ごとに計算し、請求書をお渡ししますので請求書をお渡しした月の指

定日時までに以下の方法でお支払い下さい。 

・現金集金（月末） 

・銀行口座振替（毎月27日）  

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

利用のお申込みをいただきますとご契約の上、訪問看護計画作成と同時に契約を結びサービス提

供を開始します。居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相

談ください。 

 

（２）サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する場合は、なるべく早く(できれば10日前までに)お申し出ください。 

② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、

終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します） 

・ 利用者が介護保険施設に入所した場合 

・ 利用者の要介護認定区分が、自立と認定された場合 

・ 利用者の要支援認定区分が、自立と認定された場合 

・ 利用者が亡くなられた場合 

④  その他 

・ 当組合が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族

などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当組合が破産した場合、利用者は

解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか

かわらず10日以内に支払わない場合、または利用者やご家族の方などが、当組合や当組合の

サービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当組合より文書

で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

・ 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合やご利用中に体調が悪くなった場合は、ご家族に連

絡の上適切に対応します。 

・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合、速やか

に事業所に申告してください。状況に応じて対応させていただきます。 

 

（３）事故発生時の対応 

利用者に対する訪問看護サービス又は介護予防訪問看護サービス提供により事故が発生した場合

は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。当事業者は、「居宅サービス事

業者賠償責任保険」に加入しています。 
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６ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 

７ サービス内容に関する苦情 

（１） 相談・苦情窓口 やすらぎ訪問看護ステーション 

担  当：  受付担当       平村 浩子 

相談担当  管理者 川端 麻有 

電  話：  ０６－６４８１－５５４１ 

 受付時間： 月曜から土曜日(１２月３０日～１月３日を除く) 

       午前８時３０分～午後５時３０分 

（２） 行政機関その他苦情受付期間 

市町村窓口： 尼崎市健康福祉局福祉部介護保険課 

        電話：０６－６４８９－６３４３ 

      兵庫県窓口： 兵庫県国民健康保険団体連合会 

           電話：０７８－３３２－５６０１ 

 

８ 虐待の防止について 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じま

す。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、職員に周知徹底を図ります。 

（２） 苦情解決体制等の指針を整備しています。 

（３） 職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。  

（４） 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。 

 責 任 者： 管理者 川端 麻有   担 当 者： 平村 浩子  

（５） サービス提供中に、当該事業者職員または養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

ます。 

 

９ 業務継続計画の策定等について 

（１） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務 継続計画）

を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。  

（２） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

（３） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１０ 身体的拘束の適正化について 

（１） 利用者又は利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体

的拘束等を行いません。  

（２） 身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由を記録します。 
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１１ 情報開示について 

当事業所は、利用者様の求めに従って、利用者記録・サービス提供記録、その他を開示してお

ります。ただし利用者あるいは身元引受人でない方(他のご家族など)からの請求につきまして

は、書面にて利用者の了解を得てからとなります。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

法人の概要 

法人名    阪神医療生活協同組合 

出資金        ２億５３７１万７５００円   ※２０２４年３月３１日現在 

職員数        ３６０名 

設立           １９６９年１０月設立        

所在地    兵庫県尼崎市長洲本通１丁目１６番１７号 

 代表者  理事長 中村 大蔵 

事業内容   医療事業／鍼灸、あんまマッサージを営む事業／病児・病後児保育事業／ 

訪問介護事業／訪問看護事業／訪問リハビリテーション事業／ 

居宅介護支援事業／通所介護事業／通所リハビリテーション事業／ 

福祉用具貸与事業／高齢者賃貸住宅事業／短期入居事業／ 

高齢者又はその家族の在宅介護等に関する援護事業／有料老人ホーム事業／ 

保険薬局以外での医薬品販売及び医療・介護用具等供給事業／ 

社会福祉法の規定にもとづく無料又は低額診療事業／ 

教育事業及び組合員による福祉事業 
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重要事項説明について 

 

【2025年4月1日改訂版】 

 

訪問看護サービスの提供開始にあたり、重要事項説明書【2025年4月1日改訂版】に 

基づいて重要な事項の説明を行いました。 

      年   月   日 

 

             事 業 者 尼崎市長洲本通１丁目１６番１７号 

      阪神医療生活協同組合 

      やすらぎ訪問看護ステーション 

                   （指定番号２８６３０９００９４号） 

説 明 者                  ㊞ 

  

訪問看護サービスの提供開始にあたり、重要事項説明書【2025年4月1日改訂版】に 

基づいて重要な事項の説明を受けました。 

 

  年   月   日 

 

  利 用 者 

             住 所 

      名   前                    ㊞ 

    代 理 人 

   住   所 

      名   前                    ㊞ 
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個人情報の利用目的について 
 

 

 

                 様 

 

 

 

当組合が保有する個人情報については、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその

家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も

同様です。 

 

個人情報の利用目的につきましては、事業者は、利用者及びその家族の有する問題や解決

すべき課題等についてのサービス担当者会議等において、情報を共有するために用いらせ

ていただきます。 

 

 

 

 年   月   日 

 

 

尼崎市長洲本通１丁目１６番１７号 

阪神医療生活協同組合 

 理事長 中村 大蔵 

 

(事業所) 

尼崎市長洲本通１丁目１６番１７号 

やすらぎ訪問看護ステーション 

(指定番号２８６３０９００９４号)  

 


